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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方車両とその後方を所定距離以上離れて走行する後方車両とからなり遠隔操縦される
無人移動体と、
　通信衛星を介して前記後方車両を遠隔操縦し、かつ後方車両を介して前記前方車両を間
接的に遠隔操縦する遠隔操縦装置と、を備え、
　前記前方車両と前記後方車両は、互いに制御信号を通信する無線通信装置と、位置補正
用の静止衛星からの補正信号を受信して自己位置を検出するＤＧＰＳ受信機とを有してお
り、
　前記後方車両は、さらに前記通信衛星を介して前記遠隔操縦装置と前記制御信号を通信
する衛星通信装置を有し、
　前記遠隔操縦装置は、前記前方車両による前記補正信号の受信途絶により、後方車両と
遠隔操縦装置との通信を維持したまま、前記後方車両による前記通信衛星との通信途絶位
置を予測する予測装置を有する、ことを特徴とする遠隔操縦システム。
【請求項２】
　前記位置補正用の静止衛星は、ＤＧＰＳのＳＢＡＳ方式であるＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴ
ＳＡＴ２衛星であり、
　前記予測装置は、前記前方車両による前記ＭＴＳＡＴ１衛星と前記ＭＴＳＡＴ２衛星の
受信途絶位置間の水平距離と、前記前方車両の進行方位とから、前記通信衛星との通信途
絶位置を算出する、ことを特徴とする請求項１に記載の遠隔操縦システム。
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【請求項３】
　前記後方車両は、前方車両による前記補正信号の受信が再確立された後、前記通信衛星
との通信途絶位置から前記補正信号の受信の再確立位置までの前方車両の軌跡を辿って移
動する軌跡追従機能を有する、ことを特徴とする請求項１に記載の遠隔操縦システム。
【請求項４】
　前方車両とその後方を所定距離以上離れて走行する後方車両とからなり遠隔操縦される
無人移動体と、
　通信衛星を介して前記後方車両を遠隔操縦し、かつ後方車両を介して前記前方車両を間
接的に遠隔操縦する遠隔操縦装置と、を準備し、
　前記前方車両と前記後方車両は、互いに制御信号を通信する無線通信装置と、位置補正
用の静止衛星からの補正信号を受信して自己位置を検出するＤＧＰＳ受信機とを有してお
り、
　前記後方車両は、さらに前記通信衛星を介して前記遠隔操縦装置と前記制御信号を通信
する衛星通信装置を有し、
　前記遠隔操縦装置により、前記前方車両による前記補正信号の受信途絶により、後方車
両と遠隔操縦装置との通信を維持したまま、前記後方車両による前記通信衛星との通信途
絶位置を予測する、ことを特徴とする遠隔操縦方法。
【請求項５】
　前記位置補正用の静止衛星は、ＤＧＰＳのＳＢＡＳ方式であるＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴ
ＳＡＴ２衛星であり、
　前記前方車両による前記ＭＴＳＡＴ１衛星と前記ＭＴＳＡＴ２衛星の受信途絶位置間の
水平距離と、前記前方車両の進行方位とから、前記通信衛星との通信途絶位置を算出する
、ことを特徴とする請求項４に記載の遠隔操縦方法。
【請求項６】
　通信衛星と無線通信装置を介して前方車両を遠隔操縦し、
　前記前方車両による前記補正信号の受信が再確立された後、前記通信衛星との通信途絶
位置から前記補正信号の受信の再確立位置までの前方車両の軌跡を辿って後方車両を移動
させる、ことを特徴とする請求項４に記載の遠隔操縦方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無人移動体の遠隔操縦システムと遠隔操縦方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　走行車両にレーザ装置（例えば、レーザレンジファインダ）を搭載し、前方の路面や障
害物を検出して自律走行又は半自律走行を行う無人移動体が既に開示されている（例えば
、特許文献１）。
　また、特許文献２、３は、本発明に関連する技術である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１０６５７６号公報
【特許文献２】特許第４２５５７７７号公報
【特許文献３】特許第３５６７１６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　山間部或いは被災地等、地上インフラを利用できない地域等における無人移動体の遠隔
操縦は、衛星通信装置を用いて行う必要がある。
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　しかし、衛星通信装置を備えた無人移動体が遮蔽物（例えばビル等）による通信途絶箇
所に入ると、衛星通信装置を用いた遠隔操縦は不可能となる。
【０００５】
　かかる通信途絶箇所がある場合に、無人移動体の遠隔操縦を継続させるためには、以下
の３方式が考えられる。
（１）先導役としての前方車両と後方車両をペア構成とし、通信途絶が想定される箇所で
は、一方が衛星通信を維持した状態で、相互に電波を中継する。
（２）後方車両が常に前方車両の通信中継を行う。後方車両が通信途絶箇所を通過する際
には、前方車両の軌跡を自律的に辿ることにより通過する。
（３）自ら搭載するセンサで通信途絶箇所を事前に予測し、通信途絶箇所を回避して通過
しない。
【０００６】
　（１）の方式の場合、衛星通信装置を両車両に搭載する必要がある。しかし、衛星通信
装置は、高価で重く大きいため、制約が大きい。
　（２）の方式の場合は、通信途絶箇所が分からない後方車両の遠隔操縦が突然できなく
なる。この場合、遠隔操縦ができない、無人移動体は自律走行可能でない限り、走行でき
なくなる。しかし、無人移動体の自律走行は、現時点で未だに確立されておらず、実用化
までに多くの技術課題がある。
　（３）の方式の場合、事前に通信途絶箇所を予測する手段として、車両に搭載したレー
ザセンサによる周囲の地形のモデル化と電波伝搬シミュレーションによる電波伝搬予測法
が知られている（例えば、特許文献２）。
　また、車両に搭載したカメラ画像の信号処理による衛星通信障害予測により通信途絶領
域を推測する手段も知られている（例えば、特許文献３）。
　しかし特許文献２、３の手段は、いずれも、車両搭載センサ（カメラやレーザ装置）に
よる信号処理が、対象物（例えば障害物）までの距離、天候、昼夜等の影響を受けやすく
、誤検知や信号処理の困難性により遠隔操縦不能となる。
【０００７】
　本発明は上述した問題点を解決するために創案されたものである。すなわち本発明の目
的は、（１）高価で重く大きい衛星通信装置を全車両に搭載する必要がなく、（２）自律
走行ができない無人移動体の遠隔操縦が可能であり、（３）対象物までの距離、天候、昼
夜等の影響を受けることなく、通信途絶箇所を回避又は通過させることができる遠隔操縦
システムと遠隔操縦方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、前方車両とその後方を所定距離以上離れて走行する後方車両とからな
り遠隔操縦される無人移動体と、
　通信衛星を介して前記後方車両を遠隔操縦し、かつ後方車両を介して前記前方車両を間
接的に遠隔操縦する遠隔操縦装置と、を備え、
　前記前方車両と前記後方車両は、互いに制御信号を通信する無線通信装置と、位置補正
用の静止衛星からの補正信号を受信して自己位置を検出するＤＧＰＳ受信機とを有してお
り、
　前記後方車両は、さらに前記通信衛星を介して前記遠隔操縦装置と前記制御信号を通信
する衛星通信装置を有し、
　前記遠隔操縦装置は、前記前方車両による前記補正信号の受信途絶により、後方車両と
遠隔操縦装置との通信を維持したまま、前記後方車両による前記通信衛星との通信途絶位
置を予測する予測装置を有する、ことを特徴とする遠隔操縦システムが提供される。
【０００９】
　前記位置補正用の静止衛星は、ＤＧＰＳのＳＢＡＳ方式であるＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴ
ＳＡＴ２衛星であり、
　前記予測装置は、前記前方車両による前記ＭＴＳＡＴ１衛星と前記ＭＴＳＡＴ２衛星の
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受信途絶位置間の水平距離と、前記前方車両の進行方位とから、前記通信衛星との通信途
絶位置を算出する。
【００１０】
　前記後方車両は、前方車両による前記補正信号の受信が再確立された後、前記通信衛星
との通信途絶位置から前記補正信号の受信の再確立位置までの前方車両の軌跡を辿って移
動する軌跡追従機能を有する。
【００１１】
　また、本発明によれば、前方車両とその後方を所定距離以上離れて走行する後方車両と
からなり遠隔操縦される無人移動体と、
　通信衛星を介して前記後方車両を遠隔操縦し、かつ後方車両を介して前記前方車両を間
接的に遠隔操縦する遠隔操縦装置と、を準備し、
　前記前方車両と前記後方車両は、互いに制御信号を通信する無線通信装置と、位置補正
用の静止衛星からの補正信号を受信して自己位置を検出するＤＧＰＳ受信機とを有してお
り、
　前記後方車両は、さらに前記通信衛星を介して前記遠隔操縦装置と前記制御信号を通信
する衛星通信装置を有し、
　前記遠隔操縦装置により、前記前方車両による前記補正信号の受信途絶により、後方車
両と遠隔操縦装置との通信を維持したまま、前記後方車両による前記通信衛星との通信途
絶位置を予測する、ことを特徴とする遠隔操縦方法が提供される。
【００１２】
　前記位置補正用の静止衛星は、ＤＧＰＳのＳＢＡＳ方式であるＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴ
ＳＡＴ２衛星であり、
　前記前方車両による前記ＭＴＳＡＴ１衛星と前記ＭＴＳＡＴ２衛星の受信途絶位置間の
水平距離と、前記前方車両の進行方位とから、前記通信衛星との通信途絶位置を算出する
。
【００１３】
　通信衛星と無線通信装置を介して前方車両を遠隔操縦し、
　前記前方車両による前記補正信号の受信が再確立された後、前記通信衛星との通信途絶
位置から前記補正信号の受信の再確立位置までの前方車両の軌跡を辿って後方車両を移動
させる。
【発明の効果】
【００１４】
　上記本発明の装置と方法によれば、後方車両が、通信衛星を介して遠隔操縦装置と制御
信号を通信する衛星通信装置を有しているので、遠隔操縦装置により、通信衛星を介して
後方車両を遠隔操縦することができる。
　また、前方車両と後方車両は、互いに制御信号を通信する無線通信装置を有しているの
で、遠隔操縦装置により、通信衛星と後方車両の無線通信装置を介して前方車両を遠隔操
縦することができる。
　従って、衛星通信装置を全車両に搭載する必要がなく、かつ遠隔操縦装置により、自律
走行ができない２台の無人移動体（前方車両と後方車両）の遠隔操縦が可能である。
【００１５】
　また、前方車両は、位置補正用の静止衛星からの補正信号を受信して自己位置を検出す
るＤＧＰＳ受信機を有しているので、この補正信号の受信途絶を検出し、無線通信装置を
介して後方車両に補正信号の受信途絶を通信することができる。
　また、前方車両が補正信号の受信途絶を検出しても、後方車両は、前方車両の後方を所
定距離以上離れて走行するので、補正用の静止衛星からの補正信号を受信して自己位置を
精度よく検出することができる。
【００１６】
　さらに、前方車両による補正信号の受信途絶の位置において、後方車両と遠隔操縦装置
との通信衛星による通信は維持されているので、遠隔操縦装置は、後方車両と遠隔操縦装
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置との通信を維持したまま、後方車両による通信衛星との通信途絶位置を予測することが
できる。
【００１７】
　従って、通信衛星を介した衛星通信ができるかぎり、対象物までの距離、天候、昼夜等
の影響を受けることなく、通信途絶箇所を予測し、前方車両と後方車両を遠隔制御してこ
の箇所を回避又は通過させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明による遠隔操縦システムの全体構成図である。
【図２】無人移動体の構成図である。
【図３】無人移動体の制御機器のブロック図である。
【図４】予測装置により通信途絶位置を予測する方法の説明図である。
【図５】本発明による遠隔操縦方法を示す全体フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の好ましい実施形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、各図に
おいて共通する部分には同一の符号を付し、重複した説明を省略する。
【００２０】
　図１は、本発明による遠隔操縦システムの全体構成図である。
　この図において、本発明の遠隔操縦システムは、前方車両１００ａと後方車両１００ｂ
とからなり遠隔操縦される無人移動体１００と、遠隔操縦装置１２０と、を備える。遠隔
操縦装置１２０は、通信衛星Ｓを介して後方車両１００ｂを遠隔操縦し、かつ後方車両１
００ｂを介して前記前方車両１００ａを間接的に遠隔操縦する。
　後方車両１００ｂは、前方車両１００ａの後方を所定距離以上離れて走行する。「所定
距離」は、前方車両１００ａが位置補正用の静止衛星Ｔからの補正信号の受信途絶を検出
した際に、後方車両１００ｂが通信衛星Ｓを介して遠隔操縦装置１２０との通信を維持で
きる距離に設定する。
　この距離は、例えば後述する水平距離Ｌであるが、これに限定されず任意に設定するこ
とができる。
　後方車両１００ｂの走行は、前方車両１００ａの軌跡を辿る追従であるのが好ましいが
、これに限定されず任意に走行することができる。
【００２１】
　通信衛星Ｓは、好ましくはＪＣＳＡＴ（登録商標）等の静止衛星である。ＪＣＳＡＴと
は日本を通信範囲に含む通信衛星である。
【００２２】
　図１において、前方車両１００ａと後方車両１００ｂは、互いに制御信号を通信する無
線通信装置１０２と、位置補正用の静止衛星Ｔからの補正信号を受信して自己位置を検出
するＤＧＰＳ受信機１０４とを有している。
　静止衛星Ｔからの補正信号とは、ＧＰＳの誤差補正データ（ディファレンシャル補正）
である。
【００２３】
　位置補正用の静止衛星Ｔは、好ましくはＤＧＰＳのＳＢＡＳ方式であるＭＴＳＡＴ１衛
星とＭＴＳＡＴ２衛星である。
【００２４】
　ＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴＳＡＴ２衛星は、日本が打ち上げた運輸多目的静止衛星であり
、グローバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）による測位精度を補強するＳＢＡＳ
方式（Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｂａｓｅｄ　Ａｕｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）を
用い、ＧＰＳの誤差補正データ（ディファレンシャル補正）を提供している。
　ＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）は、米国が運用する衛星航法システ
ムである。ＧＰＳ受信機は、ＧＰＳ衛星からの電波を使って、受信機とＧＰＳ衛星との間
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の距離を測定し、位置を計算する。
　ＤＧＰＳ（ディファレンシャルＧＰＳ）は、ＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴＳＡＴ２衛星の誤
差補正データ（ディファレンシャル補正）を用いて、ＧＰＳ受信機の精度を高めたシステ
ムである。
【００２５】
　後方車両１００ｂは、さらに通信衛星Ｓを介して遠隔操縦装置１２０と制御信号を通信
する衛星通信装置１０６を有する。
　遠隔操縦装置１２０は、例えばコンピュータ（ＰＣ）であり、無人移動体１００を遠隔
操縦するための表示装置、キーボード、操舵レバー（ジョイスティック等）を有する。
　遠隔操縦装置１２０は、さらに予測装置１２２を有する。予測装置１２２は前方車両１
００ａによる補正信号（ＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴＳＡＴ２衛星の誤差補正データ）の受信
途絶により、後方車両１００ｂと遠隔操縦装置１２０との通信を維持したまま、後方車両
１００ｂによる通信衛星Ｓとの通信途絶位置Ｃを予測する。
【００２６】
　図２は、無人移動体１００の構成図であり、図３は、無人移動体１００の制御機器のブ
ロック図である。図２、図３において、破線で示すものは、後方車両１００ｂのみが有す
る。その他は共通である。
　以下、初めに前方車両１００ａと後方車両１００ｂの共通部分を説明する。
【００２７】
　図２、図３において、上述した無線通信装置１０２は、アンテナ１２と無線ＬＡＮ１３
からなり、前方車両１００ａと後方車両１００ｂの間で互いに制御信号を通信する。なお
この制御信号は、通信衛星Ｓを介して後方車両１００ｂと遠隔操縦装置１２０との間でも
双方向に通信される。
【００２８】
　前方車両１００ａと後方車両１００ｂは、さらに、車両制御用コンピュータ１０、操縦
用カメラ１４、及び入出力回路１５を有する。
【００２９】
　図３において、車両制御用コンピュータ１０の入力側には、アンテナ１２と接続する無
線ＬＡＮ１３及び操縦用カメラ１４が入出力回路１５を介して接続されている。さらに、
位置情報取得用のＤＧＰＳ受信機１０４、衛星通信装置１０６、姿勢制御用のバーチカル
ジャイロ１７、及び移動速度測定用の車速パルス１８がシリアル回線を介して車両制御用
コンピュータ１０の入力側に接続されている。
【００３０】
　図３において、車両制御用コンピュータ１０の出力側には、モータドライバ２１を介し
て操舵用アクチュエータ２２及びブレーキ／アクセル用アクチュエータ２３が接続されて
おり、これらのアクチュエータ２２，２３と車輪とで駆動ユニット２０を構成している。
【００３１】
　車両制御用コンピュータ１０は、ＤＧＰＳ受信機１０４やバーチカルジャイロ１７で取
得した各種情報をＬＡＮ１１、無線ＬＡＮ１３及びアンテナ１２を介して遠隔操縦装置１
２０に送信する機能を有している。
　車両制御用コンピュータ１０は、さらに遠隔操縦装置１２０から送信される操作情報に
基づいて、モータドライバ２１を介して操舵用アクチュエータ２２及びブレーキ／アクセ
ル用アクチュエータ２３を作動、停止させる機能を有している。
【００３２】
　図３において、前方車両１００ａと後方車両１００ｂは、さらに、ステレオカメラ３２
とレーザセンサ３４を有する。
　ステレオカメラ３２は、遠距離で且つ広角情報取得に適した例えば１対のカメラである
。またレーザセンサ３４は、近距離情報取得に適した例えばレーザレンジファインダであ
る。ステレオカメラ３２とレーザセンサ３４は、ＬＡＮ１１を介して車両制御用コンピュ
ータ１０に接続されている。
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【００３３】
　図２、図３において、後方車両１００ｂは、さらに破線で示す自律制御用コンピュータ
３０を備える。なお、前方車両１００ａも、自律制御用コンピュータ３０を備えることが
好ましい。
　自律制御用コンピュータ３０は、ＬＡＮ１１を介して車両制御用コンピュータ１０に接
続されている。
【００３４】
　自律制御用コンピュータ３０は、ステレオカメラ３２とレーザセンサ３４により取得し
た近距離情報及び遠距離情報に基づいて、操舵用アクチュエータ２２及びブレーキ／アク
セル用アクチュエータ２３を作動させて可能な範囲で無人移動体１００（前方車両１００
ａ又は後方車両１００ｂ）を自律走行させる。
【００３５】
　なお、自律制御用コンピュータ３０による自律走行は、少なくとも軌跡追従機能を有す
る。すなわち、後方車両１００ｂは、軌跡追従機能を有する。
　この軌跡追従機能により、後方車両１００ｂは、前方車両１００ａによる補正信号の受
信が再確立された後、通信衛星Ｓとの通信途絶位置Ｃから補正信号の受信の再確立位置（
図示せず）までの前方車両１００ａの軌跡を辿って移動する。
【００３６】
　図４は、予測装置１２２により通信途絶位置Ｃを予測する方法の説明図であり、２台の
無人移動体１００が走行する進行方向の平面図を示している。
　この図に示すように、前方車両１００ａが先行し、後方車両１００ｂは前方車両１００
ａから所定距離以上離れて走行する。好ましくは、後方車両１００ｂは、前方車両１００
ａの走行軌跡を辿って追従する。
【００３７】
　図４において、前方車両１００ａの進行に伴い、ＤＧＰＳ状態としてＭＴＳＡＴ１衛星
、ＭＴＳＡＴ２衛星の信号が途絶えた地点（受信途絶位置）をそれぞれ地点Ｂ，Ａとする
。この両点間の水平距離Ｌと、既知である衛星の経度情報より、衛星通信を行う後方車両
１００ｂの衛星通信が途切れる通信途絶位置Ｃを数１の式（１）～（５）により求める。
【００３８】
【数１】

 
【００３９】
　ここでφＡは、ＭＴＳＡＴ１衛星の経度（真北からの角度）、φＢは、ＭＴＳＡＴ２衛
星の経度（真北からの角度）、φＣは、通信衛星（ＪＣＳＡＴ等）の経度（真北からの角
度）であり、いずれも既知の一定値である。
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　また、δは、前方車両１００ａの北方向（真北）に対する進行方位であり、ＤＧＰＳ受
信機１０４からリアルタイムに得られる。
　この図において、Ｏは衛星通信及びＭＴＳＡＴ１衛星、ＭＴＳＡＴ２衛星に対する遮蔽
点の平面位置である。
【００４０】
　数１において、ａを角度ＡＯＢ、ｂを角度ＢＯＣ、ｐを点ＯＡ間の距離、ｑを点ＯＢ間
の距離、ｒを点ＯＣ間の距離、Ｌを点ＡＢ間の水平距離、Ｘを点ＢＣ間の距離とする。
【００４１】
　正弦定理より、式（１）（２）が得られ、三角形の定理より、式（３）（４）が得られ
る。
　また、式（１）～（４）から、式（５）が導かれる。
【００４２】
　従って、予測装置１２２により、前方車両１００ａによるＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴＳＡ
Ｔ２衛星の受信途絶位置間の水平距離Ｌと、前方車両１００ａの進行方位δとから、通信
衛星Ｓとの通信途絶位置Ｃを算出することができる。
【００４３】
　なお、この図は、２台の無人移動体１００が北方向に向かっている場合を示しているが
、各点の位置関係は、北方向以外の場合でも同じである。
　従って、前方車両１００ａと後方車両１００ｂの間隔は、北方向に向かう場合は、上記
距離Ｌ以上離れるのが好ましく、南方向に向かう場合は、距離Ｌ以下であってもよい。
　実際問題としては、前方車両１００ａのＤＧＰＳ状態が途絶える地点Ａ，Ｂを知るだけ
でも、衛星通信途絶に備えた制御の準備を始められるため、実運用上のメリットは大きい
。
【００４４】
　図５は、本発明による遠隔操縦方法を示す全体フロー図である。
　この図において、本発明の遠隔操縦方法は、Ｓ１～Ｓ６の各ステップからなる。
　無人移動体１００は、上述したように、前方車両１００ａとその後方を所定距離以上離
れて走行する後方車両１００ｂとからなり、遠隔操縦装置１２０により遠隔操縦される。
　遠隔操縦装置１２０は、通信衛星Ｓを介して後方車両１００ｂを遠隔操縦し、かつ後方
車両１００ｂを介して前記前方車両１００ａを間接的に遠隔操縦する。
【００４５】
　後方車両１００ｂは、通信衛星Ｓを介して遠隔操縦装置１２０と制御信号を通信する衛
星通信装置１０６を有しており、ステップＳ１において、遠隔操縦装置１２０により、通
信衛星Ｓを介して後方車両１００ｂを遠隔操縦する。
　また、前方車両１００ａと後方車両１００ｂは、互いに制御信号を通信する無線通信装
置１０２を有しており、ステップＳ２において、遠隔操縦装置１２０により、通信衛星Ｓ
と無線通信装置１０２を介して前方車両１００ａを遠隔操縦する。
　なお、ステップＳ１とステップＳ２の順序は逆でもよく、同時であってもよい。
【００４６】
　また、前方車両１００ａは、位置補正用の静止衛星Ｔからの補正信号を受信して自己位
置を検出するＤＧＰＳ受信機１０４を有しており、ステップＳ３において、前方車両１０
０ａは、補正信号の受信途絶位置Ａ，Ｂを検出し、通信衛星Ｓと無線通信装置１０２を介
して遠隔操縦装置１２０に通信する。
　ステップＳ３における位置補正用の静止衛星Ｔは、ＤＧＰＳのＳＢＡＳ方式であるＭＴ
ＳＡＴ１衛星とＭＴＳＡＴ２衛星である。従って、補正信号の受信途絶位置は、上述した
Ａ点とＢ点である。
【００４７】
　遠隔操縦装置１２０は、ステップＳ４において、前方車両１００ａによる補正信号の受
信途絶により、後方車両１００ｂと遠隔操縦装置１２０との通信を維持したまま、後方車
両１００ｂによる通信衛星Ｓとの通信途絶位置Ｃを予測する。
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　すなわち、ステップＳ４において、前方車両１００ａによるＭＴＳＡＴ１衛星とＭＴＳ
ＡＴ２衛星の受信途絶位置Ａ，Ｂの距離Ｌと、前方車両１００ａの進行方位δとから、上
述した式（５）により、通信衛星Ｓとの通信途絶位置Ｃを算出する。
【００４８】
　ステップＳ５において、遠隔操縦装置１２０は、通信衛星Ｓと無線通信装置１０２を介
して前方車両１００ａを遠隔操縦し、前方車両１００ａによる補正信号の受信が再確立さ
れる位置を探索する。
　この探索は、通信衛星Ｓと無線通信装置１０２を介する遠隔操縦が可能な範囲で、元の
コースを戻ってもよく、或いはそのまま前進してもよい。
【００４９】
　前方車両１００ａがそのまま前進し、補正信号の受信が再確立される位置を検出した場
合には、ステップＳ６において、通信衛星Ｓとの通信途絶箇所（通信途絶位置から補正信
号の受信の再確立位置まで）の前方車両１００ａの軌跡を辿って後方車両１００ｂを移動
させる。この際、後方車両１００ｂが有する軌跡追従機能を用いる。
　なお、後方車両１００ｂの軌跡追従機能は、必須ではなく、これを用いずに、通信途絶
箇所を回避してもよい。
　以下、ステップＳ１に戻り、Ｓ１～Ｓ６の各ステップを繰り返して走行する。
【００５０】
　上述した本発明の装置と方法によれば、後方車両１００ｂが、通信衛星Ｓを介して遠隔
操縦装置１２０と制御信号を通信する衛星通信装置１０６を有しているので、遠隔操縦装
置１２０により、通信衛星Ｓを介して後方車両１００ｂを遠隔操縦することができる。
　また、前方車両１００ａと後方車両１００ｂは、互いに制御信号を通信する無線通信装
置１０２を有しているので、遠隔操縦装置１２０により、通信衛星Ｓと無線通信装置１０
２を介して前方車両１００ａを遠隔操縦することができる。
　従って、衛星通信装置１０６を全車両に搭載する必要がなく、かつ遠隔操縦装置１２０
により、自律走行ができない２台の無人移動体１００（前方車両１００ａと後方車両１０
０ｂ）の遠隔操縦が可能である。
【００５１】
　また、前方車両１００ａは、位置補正用の静止衛星Ｔからの補正信号を受信して自己位
置を検出するＤＧＰＳ受信機１０４を有しているので、この補正信号の受信途絶を検出し
、無線通信装置１０２を介して後方車両１００ｂに補正信号の受信途絶を通信することが
できる。
　また、前方車両１００ａが補正信号の受信途絶を検出しても、後方車両１００ｂは、前
方車両１００ａの後方を所定距離以上離れて走行するので、補正用の静止衛星Ｔからの補
正信号を受信して自己位置を精度よく検出することができる。
【００５２】
　さらに、前方車両１００ａによる補正信号の受信途絶の位置において、後方車両１００
ｂと遠隔操縦装置１２０との通信衛星Ｓによる通信は維持されているので、遠隔操縦装置
１２０は、後方車両１００ｂと遠隔操縦装置１２０との通信を維持したまま、通信衛星Ｓ
との通信途絶位置Ｃを予測することができる。
【００５３】
　従って、通信衛星を介した衛星通信ができるかぎり、対象物までの距離、天候、昼夜等
の影響を受けることなく、通信途絶箇所を予測し、前方車両１００ａと後方車両１００ｂ
を遠隔制御してこの箇所を回避又は通過させることができる。
【００５４】
　なお本発明は上述した実施の形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々
変更を加え得ることは勿論である。
【符号の説明】
【００５５】
Ａ　ＭＴＳＡＴ２衛星の信号が途絶えた地点（受信途絶位置）、
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Ｂ　ＭＴＳＡＴ１衛星の信号が途絶えた地点（受信途絶位置）、
Ｃ　後方車両の衛星通信が途切れる地点（通信途絶位置）、
Ｓ　通信衛星、Ｔ　位置補正用の静止衛星、
φＡ　ＭＴＳＡＴ１衛星の経度、φＢ　ＭＴＳＡＴ２衛星の経度、
φＣ　通信衛星の経度、δ　前方車両の北に対する進行方位、
Ｏ　衛星通信及びＭＴＳＡＴ１衛星、ＭＴＳＡＴ２衛星に対する遮蔽点の平面位置、
ａ　角度ＡＯＢ、ｂ　角度ＢＯＣ、ｐ　点ＯＡ間の距離、
ｑ　点ＯＢ間の距離、ｒ　点ＯＣ間の距離、Ｌ　点ＡＢ間の水平距離、
Ｘ　点ＢＣ間の距離、１０　車両制御用コンピュータ、１１　ＬＡＮ、
１２　アンテナ、１３　無線ＬＡＮ、１４　操縦用カメラ、
１５　入出力回路、１７　バーチカルジャイロ、１８　車速パルス、
２０　駆動ユニット、２１　モータドライバ、
２２　操舵用アクチュエータ、
２３　ブレーキ／アクセル用アクチュエータ、
３０　自律制御用コンピュータ、３２　ステレオカメラ、
３４　レーザセンサ、１００　無人移動体、１００ａ　前方車両、
１００ｂ　後方車両、１０２　無線通信装置、１０４　ＤＧＰＳ受信機、
１０６　衛星通信装置、１２０　遠隔操縦装置、１２２　予測装置
 

【図１】

【図２】

【図３】
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              Ｇ０１Ｓ　　　５／００－　５／１４
              Ｇ０１Ｓ　　１９／００－１９／５５
              Ｇ０５Ｄ　　　１／００－　１／１２
              Ｇ０８Ｇ　　　１／００－９９／００
              Ｈ０３Ｊ　　　９／００－　９／０６
              Ｈ０４Ｂ　　　１／６０
              Ｈ０４Ｂ　　　３／４６－　３／４９３
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－　７／２６
              Ｈ０４Ｂ　　１７／００－１７／４０
              Ｈ０４Ｑ　　　９／００－　９／１６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
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